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1．調査の背景及び目的 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「容器包装リサイクル

法」「容リ法」という。）は、消費者、市町村、事業者の適切な役割分担の下、一般廃棄物の

容積比約６割を占める容器包装廃棄物のリサイクルを推進する仕組みとして、一般廃棄物

の減量及び資源の有効な利用の確保に機能している。 

本調査は、平成２８年５月に取りまとめられた容器包装リサイクル法の施行状況の評価・

点検に関する報告書を踏まえ、再商品化（容リ法第 11 条、第 12 条、第 13 条）義務履行が

必要と考えられる事業者に対する法の広報活動や義務履行の働きかけ、容器包装廃棄物の

排出抑制措置（容リ法第７条の６）に係る現状分析等を行い、容器包装リサイクル法の効率

的な運用や改善に資する視座を得ることを目的とする。 

 

2．調査概要 

2.1 再商品化義務履行状況調査（特定事業者該当性調査） 

 経済産業省の有するデータベースから再商品化義務履行が必要と考えられる 62 事業者

を対象に、特定事業者の要件への該当性を確認するため、アンケート調査票及びパンフレ

ット等を郵送し、アンケート調査を実施した。なお、アンケートの未回答者に対しては電

話等により、調査への協力の依頼・催促を行った。 

 

2.2 容器包装廃棄物使用合理化調査 

令和２年度に提出された定期報告の情報（テキスト含む）の入力を行った。さらに、容

器包装の使用量、原単位の推移、5 年平均原単位変化率、取組事項等、事業者全体の傾向

について分析を行った。 

 

2.3 プラスチック製買物袋有料化等実施の状況調査およびマニュアルのリバイス 

2.3.1 プラスチック製買物袋有料化等実施の状況調査 

   容器包装リサイクル法における小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理

化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定め

る省令の一部を改正し、令和２年７月１日より実施しているプラスチック製買物袋有料化

制度について個別実施状況を把握することを目的として、アンケート調査、併せて特徴的

な事例等に関する研究を行い、改めて制度周知を徹底した。 

 

2.3.2 容器包装リサイクル法排出抑制促進措置小売業者対応マニュアルのリバイス 

加えて、同省令改正に伴う定期報告様式変更に伴い、容器包装リサイクル法排出抑制促

進措置小売業者対応マニュアルのリバイスを行った。 
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3．調査結果 

3.1 再商品化義務履行状況調査（特定事業者該当性調査） 

再商品化義務履行が必要と考えられる 62 事業者に対して、特定事業者の要件への該当

性を確認するため、アンケート調査を実施した（アンケート調査票を別添資料 1 に示す）。

アンケート調査結果は以下に示す。 

 

(1) アンケート実施期間 

アンケート調査票は 1 月 12 日（火）に対象事業者に郵送し、約 3 週間後の 1 月 29 日（金）

を締切日とした。また、宛先不明でアンケートが戻ってきた事業者 16 件中、インターネッ

トで新たに住所が確認できた 13 件について 1 月 22 日(金)に再送し、回答期限は約 3 週間後

の 2 月 12 日（金）とした。 

さらに、アンケートの未回答者に対して、電話により 3 回にわたってアンケート調査票

の受領確認及び、調査への協力の依頼・催促を行った。表 3-1 に実施期間を示す。 

 

表 3-1 電話により調査への協力依頼実施期間 

実施回数 実施期間①（1 月 29 日〆切） 実施期間②（2 月 12 日〆切） 

第 1 回 2 月 1 日(月) ～ 2 月 5 日(金) 2 月 15 日(月) 

第 2 回 2 月 8 日(月) ～ 2 月 12 日(金) 2 月 18 日(木) 

第 3 回 2 月 15 日(月) ～ 2 月 19 日(金) 2 月 22 日(月) 

 

(2) アンケート回収数 

調査対象である 62 事業者のうち、有効発送数に対する回収率は 61％であった。 

表 3-2 にアンケート回答状況を示す。また、未回答事業者のリストを別添資料 2 に示し

た。 

 

表 3-2 アンケート回答状況 

回答状況 件数 割合 備考 

①宛先不明（電話番号不明含む） 4 6%  

②廃業・吸収合併等 3 5%  

③回答拒否 11 18%  

④有効発送数 44 71％ 発送数から①～③を引いた件数 

⑤回答件数 27 44％  

⑥未回答 17 27％  

有効発送数に対する回答率 － 61％ 発送数に対する回答率は 44％ 
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(3) 電話による調査票受領確認及び回答依頼結果 

アンケート回収期限までに回答が無かった事業者に対して、電話による調査票の受領確認と回答

依頼を行った。結果は以下に示す（表 3-3）。 

1 回目の電話にて、調査の協力を得るために調査票の受領確認を行うとともに調査の趣旨を説明し

たが、「基本的に義務以外のアンケートは断っている」等の理由により、アンケート調査への回答拒否

が 4 事業者あり、2 回目以降の電話は控えることとした。また、受領確認を行った際に不明と回答した

22 事業者に対して、FAX にて再度に調査票とパンフレットの抜粋を送った。なお、アンケート内容を

直接伺い、回答があった 10 事業者は電話回答と整理した。 

また、1 回目の電話督促の 1 週間後に回答のなかった 46 事業所に対して 2 回目の電話による回

答依頼を実施した。さらに 1 週間後、1 回目、2 回目の電話にて拒否された事業者を除く、34 事業者

に対して 3 回目の電話による回答依頼を実施した。 

電話依頼の結果は以下のとおり。 

 

表 3-3 電話依頼結果 

  対応項目 第 1 回 第 2 回 第 3 回 

① 返送了承 3 3 1 

② 伝言（担当者不在） 18 21 8 

③ 再送 22 17 8 

④ 回答拒否 4 2 3 

⑤ 電話返信待ち 0 0 0 

⑥ 電話不通(番号違う等） 1 0 1 

⑦ 確認中 0 0 0 

⑧ 吸収合併・事業譲渡 0 0 0 

⑨ 倒産・廃業 1 0 0 

⑩ 不在 5 3 3 

⑪ 電話回答 0 0 10 

合計 54 46 34 

 

(4) 回答結果 

アンケートに回答した 27 事業者のうち、設問 1 で容器包装を使用していると回答した事業者は図

3-1 に示すとおり、15 事業者で全体の 56％であった。 

なお、容器包装を使用していると回答した事業者では、設問 3 の再商品化義務の履行状況につい

て、「再商品化の義務があり、容器包装リサイクル協会に対して再商品化委託の申込みを行っている」

と回答したのは 2 事業者であった。また、「自主回収ルート」と回答した事業者はなく、「再商品化の義

務がないと判断している」と回答したのは 6 事業者であった。「その他」と回答した事業者について、

「不明」との回答が多かった。 
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3.2 容器包装廃棄物使用合理化調査 

容器包装リサイクル法第 7 条の 6 に基づき、容器包装多量利用事業者より提出のあった定期

報告の記載内容（容器包装を用いた量や容器包装の使用合理化のために実施した取組等）を

集約し、事業者全体の傾向について整理分析を行った。 

 

(1) 定期報告整理台帳の作成 

定期報告書は、提出された年度ごとに、定期報告書に記載されているすべての情報を入力し

た「定期報告整理台帳」を作成しなければならない（事業者からの修正連絡や疑義照会におい

て修正が発生した場合は、適宜修正を行うが、基本的には定期報告書に記載されたとおりに入

力するものである）。このため、令和２年度に事業者が提出した定期報告書のデータを、「定期報

告整理台帳」に入力し、令和２年度分の定期報告整理台帳を作成した。 

データを入力する際には、過去の個社のデータと令和２年度提出分のデータの紐付けを行い、

個社ごとに過年度データと比較を行うことができるようにした。 

さらに、定期報告書に記載されている過年度データと今年度入力したデータとの照合を行い、

過年度と比較して数値に大きな変動があった場合等、確認すべき事業者データを抽出し、適宜

データの修正等を実施した。 

 

(2) 容器包装使用量分析 

(1)で作成した定期報告整理台帳をもとに、容器包装の使用量や原単位の推移、5 年平均原

単位変化率、取組事項等、事業者全体の傾向について分析を行った。 

 

1) 過年度との比較 

定期報告書の過年度との比較は、分析に必要な①素材区分別重量（定期報告書表１）と、②容器

包装を用いた量と密接な関係をもつ値（定期報告書表２）について、値が大きく異なる事業所を確認し

た。その結果、①で 5 事業所、②で 4 事業所の計 9 事業所が該当した。 

現段階ではいずれも桁値の誤りだと判断し、修正後の値を集計に用いた。 

 

2) 定期報告における提出状況 

 H22 年度報告（H21 実績）から R2 年度報告（R1 実績）において、定期報告を提出し

た全事業者の業種割合は、図 3-2 及び表 3-4 のとおりである。 

経年的にみると飲食料品小売業が全体の 60％程度、各種商品小売業は 30％程度で推移

している。織物・衣服・身の回り品小売業は近年 8～9％程度となった。 

 直近の R2 年度報告（R1 実績）においては、提出事業者数が 713 であった。 
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3） 容器包装使用量の推移 

 ①提出全事業者 

容器包装の使用量の推移は図 3-4 及び図 3-5 に示すとおりである。 

容器包装全体でみると、図 3-4 のとおり H29 年度報告（H28 実績）までは 40 万トン以下で増減

を繰り返していたが、H30 年度報告（H29 実績）に大きく増加し、R2 年度報告（R1 実績）では約

52 万トンとなった。 

事業者あたりの容器包装使用量の推移は図 3-5 のとおり、H28 年度報告（H27 実績）まで 500

トン程度で推移したが、H29 年度報告（H28 実績）より大きく増加し、R2 年度報告（R1 実績）

では最も多くなった。 

そこで、R2 年度報告（R1 実績）のデータについて、容器包装合計使用量上位 50 事業者

や、容器包装使用量対前年度比上位 50 事業者を抽出し、解析を行った。さらに、容器包装

使用量対前年度比削減率上位 30 事業者を抽出した。 

容器包装使用量が H29 年度報告（H28 実績）以降、40 万トンを超えている原因は、H29

年度報告（H28 実績）から報告を行っている、通信販売事業者の２社および今回新規に報

告のあった飲食料品小売業１社の影響が大きいと考えられる。さらに、R2 年度報告（R1 実

績）で初めての報告となった事業者は合計 31 社あり、全体の容器包装使用量増加に影響が

あったと考えられる。さらに R2 年度報告（R1 実績）では増加した要因は、新型コロナウ

ィルスの影響により、テイクアウトの増加や衛生面の観点等から食品トレーやラップなど

の容器包装の使用が増加していることが考えられる。 

 
図 3-4 容器包装使用量の推移（H21~R1 実績）【提出全事業者】 
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⑤地方公共団体との連携事例 

定期報告制度では、容器包装廃棄物の排出抑制に取り組んだ事項について、選択式及び自由

記述にて記載することとなっている。自由記述では、レジ袋削減や各種協議会の開催等、地方

自治体と事業者が連携して排出抑制に取り組んでいる事例がみられた。 

そこで、定期報告の「（第 7 表）判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組」及び「（第

8 表）その他の合理化実施取組み」において、何かしら地方自治体との取組みを行っている事

業者を抽出するとともに、どのような取組みがなされているかについて、図 3-26 及び表 3-16

のとおり整理した。何らかの地方自治体との取組みを行っている事業者は 169 事業者であっ

た。内訳としては、広報活動が 47 事業者と最も多く、次いで、地域の協議会等への参加およ

び、その他（報告、寄付、制度等）が 45 事業者、協定締結が 41 事業者、キャンペーンへの参

加が 40 事業者であった。なお、事業者による自治体との取組みは複数あり、1 事業者が複数自

治体と実施する取組みもあるが、ここでは事業者数で集計した。 

 

 
図 3-26 地方公共団体との連携内容についての取組事業者数（N=169） 

 

表 3-16 地方公共団体との連携事例 

■広報活動での協力（47 事業者） 

・市のレジ袋削減推進協議会のチラシでマイバックの推進等の広報をした。 

・県が実施しているマイバッグキャンペーンに参加し、専用のポスターを掲示。お客様への

周知活動を行い県と連携を図った。 

・県、その他市町村等が行う啓蒙活動として、ポスターの掲示、チラシ配布など協力してい

る。等 

■地域の協議会等への参加（45 事業者） 

・区が主催する「3R 推進協議会」に参加し、連携を図っている。 

・消費者モニター協議会、消費者団体連絡協議会との定期懇談会を実施。 

・行政・市民・事業者が参加する「レジ袋削減協議会」に出席し、その都度、改善実績の報
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告を行っている。等 

■協定の締結（41 事業者） 

・市で行政及び消費者団体・環境団体等と協定を締結し、食品のレジ袋無料配布を中止。 

・消費者協会、市生活学校との間で「環境保存の推進に向けたレジ袋削減に関する協定」を

締結。 

・容器包装の削減にかかる協定を地方公共団体、NPO 団体と締結し、成果情報の共有を行

っている。等 

■キャンペーンへの参加（40 事業者） 

・各店舗の地域行政による 3R キャンペーン、マイバッグキャンペーンなどに協力。 

・環境省、経済産業省、3R 活動推進フォーラムおよび地方公共団体の推進する「環境にや

さしい買い物キャンペーン」に参加。 

・行政、市民団体との連携に依る店頭でのリサイクルキャンペーン実施。等 

■その他（報告、寄付、制度等）（45 事業者） 

・各自治体とレジ袋削減に関する状況の共有を行っている。 

・各行政に対して、廃棄物減量化計画書の提出及び実施状況を報告。 

・県との取組により、マイバックを持参しないお客様へ販売したレジ袋の収益金の 2/3 を店

舗の存在する市町村 PTA へ、1/3 を県地域環境保全基金へ寄付している。 

・市のエコショップ認定を受けている。等 

 

⑥容器包装使用の合理化事例 

定期報告制度では、「（第７表）容器包装使用の合理化」（自由記述）にて、事業者が取り組ん

でいる容器包装使用の削減に向けた取組みを記載することになっている。ここでの回答内容を

定期報告書に合わせ、「消費者による排出抑制促進」、「自らの過剰使用の抑制」「情報の提供」

ごとの取組について整理した。取組み内容を図 3-28 及び表 3-17 に示す。 

何らかの合理化の取組みを行っている事業者は 672 事業者であり、全提出事業者（713 事業

者）の大半を占めた。内訳としては、意思確認が最も多く 445 事業者、次いで容器の適正寸法

439 事業者、簡易包装が 424 事業所、容器の薄肉化・軽量化が 423 事業所、店頭での情報の提

供が 407 事業所であった。 

なお、事業者による取組みは複数あり、ひとつの事業者が適切寸や簡易包装に向けた取組み

を複数行っている場合もあるが、ここでは事業者数で集計を行った。 
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図 3-28 容器包装使用の合理化についての取組事業者数

66%, 445件

46%, 307件

39%, 259件

22%, 151件

22%, 149件

0件 100件 200件 300件 400件 500件

意思確認

買物袋の提供

有償

景品

その他

消費者による排出抑制促進

65%, 439件

63%, 424件

63%, 423件

26%, 174件

20%, 132件

0件 100件 200件 300件 400件 500件

適切寸法

簡易包装

薄肉軽量

量り売り

その他

自らの過剰使用の抑制

61%, 407件

17%, 114件

15%, 102件

28%, 187件

0件 50件 100件 150件 200件 250件 300件 350件 400件 450件

店頭で掲示

取組内容の冊子配布

容器包装への表示

その他

情報の提供



25 
 

表 3-17 容器包装使用の合理化事例（672 事例） 

■消費者による排出抑制促進 

〇意思確認（445 事業者） 

・書籍購入者には紙製の包装後、プラスチック製包装を行っていたが、購入数が少なく且つ

重量が軽いものは紙製の包装のみで良いか確認している。 

・店頭・レジ横に「レジ袋不要カード」を設置しレジ袋不要者の意思確認を実施。 

・顧客が商品を複数点購入した場合、顧客の了承を得て一つにとりまとめる。等 

〇買い物袋の提供（273 事業者） 

・当社オリジナルのエコバッグをお客様にお勧めしている。 

・手付袋底部にリサイクル推進の呼びかけをプリントし、手付袋を紙ごみ用まとめ袋として

活用を推進 

・繰り返し使用が可能な買物袋等の提供。等 

〇有償（259 件） 

・7 月のレジ袋有料化に合わせ、 3 円～5 円でレジ袋の有料化を開始。 

・2020 年 2 月 1 日より、環境に配慮しショッピングバッグの有料化を開始した。 

・有料で販売するレジ袋は数回程度繰り返し使用可能な強度のある仕様とし、またバイオポ

リエチレン 25％を配合し石油製品に比べＣＯ2 を削減している。等 

〇景品（151 件） 

・紙袋が不要の場合には、エコポイントとして 2 ポイント(2 円相当）を付与している。 

・マイバックキャンペーンとして、ポイント券一枚と、マイバスケットかバスケットバック

を交換できるキャンペーンの実施。 等 

〇その他（149 件） 

・当社 PB 商品や仕入商品から、容器包装の省資源化商品を、環境配慮型商品として拡売を

促進することで、お客様のご家庭での容器包装廃棄物の削減を推進している。 

・各店ごとに、毎月のマイバッグ持参率の目標を年間で設定による店での取り組み。 

・中元・歳暮期のエコ包装推奨。等 

 

■自らの過剰使用の抑制 

〇適切寸法（439 事業者） 

・（厚み抑制）最適サイズ使用を従業員に再教育。 

・10 種類前後（店舗により異なる）のサイズの違うレジ袋を用意し、適切なサイズのレジ袋

を使用している。 

・適切な寸法の容器包装の使用・送付用段ボールは複数サイズを準備し、商品サイズに合わ

せて適切なサイズを使用している。等 

〇簡易包装（424 事業者） 

・中ギフト商品の簡易包装化を推進（エコ包装）。 

・ご自宅のお買い上げ品に簡易包装のお願いしている。 
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・ポスター、POP による簡易包装のご協力をお客様にお願いし、買い上げテープの利用を

推進。等 

〇薄肉軽量（423 事業者） 

・レジ袋が薄肉化されたものを使用している。 

・食品トレー素材の薄肉化・巻ポリ・平ポリの薄肉化やサイズ変更。 

・包装紙等の改良を検討、実施を行っている（サイズ縮小、薄肉化）。等 

〇量り売り（174 事業所） 

・青果売場や総菜売場にてバラ売りや量り売りを実施。 

・お茶、佃煮、塩干物、肉類等の量り売りを継続実施した。等 

〇その他（132 事業所） 

・資材循環できるよう、緩衝材は古紙素材のものを採用。 

・商品包材のサイズを 5 種類から 3 種類に削減し、商品包材のデザインを通年で統一、イベ

ント用デザイン廃止により在庫を削減した。等 

 

■情報の提供 

〇店頭（407 事業所） 

・店内に「レジ袋削減キャンペーンポスター」を掲示し、お客様への啓発を実施。 

・食品売り場店頭に「マイバッグご持参キャンペーン」の案内ポスターを掲出。 

・ギフトラッピングの有料化において、容器包装排出抑制促進理解のための説明、および無

料ギフトラッピングサービスを有料化する旨のお知らせを店頭 POP にて実施。等 

〇冊子等（114 事業所） 

・簡易包装に協力を求める表示の掲示、環境への取り組みに関する冊子で、簡易梱包やエコ

バッグを紹介。 

・レジ袋辞退率（マイバック持参）やリサイクルの取組みをホームページや冊子などで普及

している。等 

〇表示（102 事業所） 

・厚みが「50 マイクロメートル以上」の袋には「再利用推奨」のコメントを表示。 

・梱包にリサイクルマークを印字表示し、梱包材を破棄する際の分別の簡便化を推進。 

・包装にはリサイクルマークを表示している。等 

〇その他（187 事業所） 

・リユース容器の推進を含めた環境配慮の取組についてホームページや店頭のコミュニケー

ションを目的としＳＮＳ（Twitter）でお客様に対する情報共有、啓発を推進している。 

・牛乳パック、食品トレー、卵パック、ペットボトル等回収していることをチラシ等で案内。 

・買物量に応じた無駄のないレジ袋を提供する社内マニュアルを作成し、各地のトレーナー

による教育指導を実施。等 
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3.3 プラスチック製買物袋有料化等実施の状況調査 

3.3.1 プラスチック製買物袋有料化等実施の状況調査 

    令和２年７月１日より実施しているプラスチック製買物袋有料化制度について小売

事業者による買物袋の有料化等の個別実施状況を把握するため、容リ法政令第五条で定

義する業に属する事業を行うと思われる者に対し、業界団体の協力を通じてオンライン

アンケートを実施、同時に調査実施を通じて、小売事業者に対し改めて制度周知を徹底

した。 

寄せられた回答の集計・分析を通じ、買物袋有料化の状況及び関連事項（特に消費者   

の理解を得るための方策や消費者の協力度）の小売事業者の業態・地域等による特徴を       

分析し、プラスチック買物袋の使用削減効果と削減に効果的な事業者の取組みの類型化、   

更には今後のプラスチック買物袋有用化推進上ベストプラクティスになると考えられ 

る業種・規模別に特徴的な個別事例の抽出を行った。 

 

(1) アンケート内容の設計 

昨年度実施した「プラスチック製買物袋（レジ袋）の有料配布等の取組みに係る調査」

の結果を踏まえ、経済産業省との打合せに基づきアンケート内容（個別の設問及び選択肢・

記入欄のスタイル、各設問を統合した全体構成）を設計した。 

 

1) 調査対象 

容器包装リサイクル法政令第５条で定義する業に属する事業（小売業）を行うと思われ

る者を対象とした。業界団体（日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会

並びに左記三団体傘下団体）の会員企業 200 万社程度のうち小売業を行う事業者を対象と

した。 

 

2) 設問の方式・内容 

設問は基本的に選択肢方式（単一回答方式または複数回答方式）を想定し、事例研究の 

観点から必要な設問について自由回答方式を採用した。 

内容は小売事業者自身の認識（有料化制度実施への認知度）と取組みの実態（実際の有

料配布の状況に加え、開始時期、有料化対象外のため依然無料配布している買物袋の類型）、

消費者の理解を得るための方策、消費者の協力度（有料化開始前後の辞退率）及びライフ

スタイル変革への影響に関する設問を加え、個別事業者の取り組みや有料化制度実施後の

状況を端的に把握できるようにした。 

 また事業者の回答は個店を基本としたが、業界団体を通じて回答協力を求める当調査の

性格から多店舗を擁する事業者では本社・本部が全店舗一括の回答を寄せることも想定さ

れたため、回答の種別（店舗としての回答／本社・本部としての回答）に関する設問を追

加し、個別の設問もそれに応じて選択できるように工夫した。 
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(2) オンラインアンケートシステムの構築 

(1)で決定した内容に基づきオンラインアンケートのフォーマットを設計した。 

専用のサーバーを確保してインターネット上に専用の WEB サイトを開設し、回答者に

当該 URL にアクセスしてもらい、オンライン上で回答を選択・入力するオンラインアン

ケートにより調査を実施した。 

システムは受託者内部及び経済産業省によりテストを行い、不具合を修正の上、実用に

供した。 

以下にオンラインアンケートの回答フローを示す。（専用 WEB サイトのトップページ、

全体構成・個別設問の詳細は別添資料参照） 
 

 
図 オンラインアンケートの回答フロー（その１） 

 
図 オンラインアンケートの回答フロー（その２） 
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(3) 業界団体への協力要請 

経済産業省からの事前趣旨説明を踏まえ、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国

商工会連合会に対し訪問又はオンライン会議により、傘下団体会員事業者のオンラインア

ンケートへの回答に向けた協力を要請した。 

同時にアンケートの全体構成・個別設問、依頼文の素案を提示し、理解し易さや回答し

易さの観点から意見を聴取、素案の改善に反映した。また当調査は小売事業者に対し改め

て制度周知を徹底する趣旨を兼ねて実施するものであり、経済産業省が過去発表してきた

プラスチック製買物袋有料化に関係する広報資料のへのリンクを依頼文に貼付した。（依

頼文は別添資料参照） 

 

３団体への依頼にあたっては、重複回答を排除するため、複数の団体から調査協力依頼

があった際はオンラインでの入力を一回のみとする旨を周知した。 

 

(4) オンラインアンケートの実施経過 

   オンラインアンケートの実施経過は以下のとおりである。 

 

オンラインアンケート開始          … 12 月 23 日 

    業界団体への再周知要請           … １月 14 日 

    回答締切り（第一次）            … １月 29 日 

    業界団体への回答期間延長連絡、再々周知要請 … ２月４日 

    回答締切り（第二次）            … ２月 15 日 

 

当初回答の締切りを１月 29 日に設定したが、小売業にとっての繁忙期である年末年

始をまたぐスケジュールであったこと、また新型コロナ感染症汚染再拡大による「非常

事態宣言」発出下の状況であることを鑑み、回答期間を２月 15 日迄延長した。 

オンラインアンケート実施においては、開始時期が年末年始に重なったことに加え、 

コロナ禍及び緊急事態宣言の発令のために、回答が想定していた数を下回る結果となっ

た。  
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・フランチャイズチェーンの運営会社として、７月１日から全店舗一斉スタートできるよう加

盟者、スタッフ向けに理解浸透を図った。（カテゴリー３） 

 

Ｑ８ 消費者のライフスタイル変革について 

 カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4 

意

見 

・宅配商品等を高齢者の方に

手渡す際は落としたりしな

いように入れて渡す(1) 

・プラスチック製買物袋を使

用（配布）していない(1) 

・プラスチック製買物袋の

有料化が浸透(2) 

・マイバックの持参増加

(2) 

・マイバッグの持参増加（7） 

・環境への配慮が浸透（3） 

・有料化による辞退率向上

(2) 

・マイバスケット販売強化

(1) 

・地球環境への意識向上

(1) 

 

店舗回答と同様に、辞退率が向上したカテゴリー２（中程度上昇）とカテゴリー３（大幅に

上昇）では、「マイバッグ持参増加」が挙がっている。回答数自体が少ない。 

 

 3) 自由記述に記載のあった改善事例 

＜店舗による回答＞ 

・スタッフが頂いたりした紙袋をリユースして、ご自由にご利用くださいとしている。 

 

＜本社・本部による回答＞ 

・レジ袋を有料化したうえで、バーコード決済機能付きアプリを提示し、レジ袋を辞退された

お客様に商品と交換できるエコスタンプ進呈した。 

・梱包用の DB（段ボール）の使用。  
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3.3.2 容器包装リサイクル法排出抑制促進措置小売業者対応マニュアルのリバイス 

    容器包装リサイクル法における小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合

理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を

定める省令の一部改正に対応し、経済産業省の刊行している標記マニュアルの内容を修

正した。 

 

(1) 省令の改正箇所（要旨） 

消費者のライフスタイル変革の促進のため、事業者による排出抑制促進の枠組みを活かしつ

つ、プラスチック製買物袋についてはその排出抑制の手段としての有料化を必須とする旨を規

定した。 

なお、有料化の対象外となるプラスチック製の買物袋は以下のとおり。 

 ・厚さが 50 マイクロメートル以上のもの 

 ・海洋生分解性プラスチックの配合率 100％のもの 

 ・バイオマスプラスチックの配合率 25％以上のもの 

 

(2) 記述の変更箇所 

   マニュアルの変更箇所については、以下のとおり。 
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(3) 成果物  

リバイスしたマニュアルはイラストレーターで作成した。作成したマニュアルは以下のとお

り。 

 



97 
 



98 
 

 

 



99 
 



100 
 

 

 



101 
 

別添資料 1 アンケート調査票 
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別添資料 2 オンラインアンケートトップページ及び質問項目 

 
オンラインアンケート／当該ウェブトップページ 

 

『プラスチック製買物袋（レジ袋）有料化の実施状況に関

する 

オンラインアンケート調査』 

 
【趣旨】 

経済産業省では、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの解決に向けた第一歩とし

てマイバッグの持参等、消費者のライフスタイルの変革を促すことを目的として、令和２年

７月１日より「プラスチック製買物袋（レジ袋）有料化制度」を実施しています。 

この度、制度実施から約半年が経過し、本有料化制度を推進する上で参考になる先進的な

取組みを収集するため、小売業の店舗（事業所）の皆様に対してプラスチック製買物袋（レ

ジ袋）有料化の実施状況、有料化に伴い実施した取組み・工夫、消費者の辞退率等について、

オンラインアンケート調査を実施いたします。 

日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会の三団体に協力を依頼しており

ます。 

 

【回答者に該当する方】 原則、小売業の店舗（事業所）ごとにお願いいたします。 

     ※ 小売業の店舗（事業所）ごとの回答が困難な場合（ホールディングスを含む

会社等の法人やフランチャイズ事業の本社・本部としての回答）は、

設問に従ってご回答ください。 

 

 

回答フォーマットへ ⇒クリック 

回答される方は、協力依頼に記載されているパスワードを入力してログインしてください 

 

 

【回答期限】令和 3 年 1 月 29 日（金）まで 

 

【注記事項】 

※ 本調査は記名回答となります。 

※ 本調査は、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会の三団体に協力

を依頼しております。各店舗におかれましては、複数の団体から本調査へのご協力の

依頼がある場合がございます。その場合、本調査へのご回答（オンラインでの入力）

(PW 入力欄) (ｸﾘｯｸ) 
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は、一回のみでお願いいたします。 

※ 本調査へのご回答に関しては、匿名加工を施すなど、個人情報保護には細心の注意を払

って実施いたします。したがって、個人が特定できる形でご回答が対外的に出されるこ

とはございません。 

 

【参考ページ】 

●レジ袋有料化経済産業省ホームページ 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html 

●レジ袋有料化実施ガイドライン（PDF 形式：370ｋB） 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/guideline.pdf 

●レジ袋 Q＆A ガイド（PDF 形式：987kB） 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/pamphlet_a4.pdf 

 

【本調査に関するお問い合わせ先】 

（委託元） 制度、調査の趣旨に関するお問い合わせ先 

経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 TEL：03-3501-4978 

 

（委託先） 調査の内容・回答方法に関するお問い合わせ先 

株式会社ダイナックス都市環境研究所 

「プラスチック製買物袋（レジ袋）有料化に関する調査」事務局 

住 所： 東京都港区西新橋 3-15-12 GG HOUSE 5 階 

ＴＥＬ： 0120-555-126 

Mail ： plabag2020@dynax-eco.com 

           問合せ期間： 令和 2 年 12 月 22～25 日・令和 3 年 1 月 6～29 日の平日 

          時間  9:30～17:30 

 
オンラインアンケート／全体構成・個別設問 ※黄色マーカー部分はウェブ上の入力設定 

 

調査名称：プラスチック製買物袋有料化の実施状況に関する調査  

 

フェイスシート 必須（記入しないと進めない） 

  

F1 店舗としてのご回答ですか（単一回答）必須（記入しないと進めない） 

 ①店舗としての回答  

②店舗としての回答でない（ホールディングスを含む会社等の法人やフランチャイズ事

業の本社・本部としての回答） 

（① ⇒ 店舗としての回答 ⇒F2 店舗所在地へ） 
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（② ⇒ ホールディングスを含む会社等の法人やフランチャイズ事業の本社・本部と

しての回答 ⇒F1-1 本社・本部所在地、F1-2 店舗数を回答後、F3 へ） 

 

F1-1 本社・本部所在地（単一回答）令和２年 12 月１日現在の状況でお答えください。必

須（記入しないと進めない） 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県          

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

  

F1-2 店舗数 令和２年 12 月１日現在の状況でお答えください。必須（記入しないと進め

ない） 

  会社等の法人やフランチャイズ事業の回答としての場合傘下の全店舗数をご記入くだ

さい。 

 

F2 店舗所在地（単一回答） 令和２年 12 月１日現在の状況でお答えください。F1 で①の場

合のみ 必須（記入しないと進めない） 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 

岐阜県 、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

鳥取県 、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県 

佐賀県 、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

F3 主な業種（単一回答） 令和２年 12 月１日現在の状況でお答えください。必須（記入し

ないと進めない） 

①各種商品小売業 ②織物・衣服・身の回り品小売業 ③飲食料品小売業 ④自動車部分

品・付属品小売業 ⑤家具・じゅう器・機械器具小売業 ⑥医薬品・化粧品小売業 ⑦書

籍・文房具小売業 ⑧スポーツ用品・がん具・娯楽用品 ⑨楽器小売業 ⑩たばこ・喫煙

具専門小売業 ⑪その他の小売業 ⑫小売業は行っていない（ ⇒以下全問非該当に） 

（下線脚注）また主たる事業でなくても上記の小売業に属する事業を行われている場合に

は、製品・商品の種類から判断して該当する選択肢をお選びください。 

 

 （全問非該当の場合） 

 以上にて、アンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。（終了） 

 

以下の F4、F5、F6 の三問に関しては、F1 で①を選択した場合は「店舗（事業所）」の状況、
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F1 で②を選択した場合は「ホールディングスを含む会社等の法人やフランチャイズ事業の

本社・本部」の状況についてそれぞれご回答ください。 

 

F4 従業者数（単一回答） 令和２年 12 月１日現在の状況でお答えください。必須（記入し

ないと進めない） 

 ①５人以下 ②６～20 人 ③21～100 人 ④100 人以上 

(下線脚注)店舗に所属して働いているすべての人をいい、パート・アルバイトや臨時雇用者

をも含みます（他社からの派遣又は下請従業者は含みません）。 正確な規模が判らない場合

は概数を想定して選択肢をお選びください。 

 

F5 売上高（単一回答） 直近の事業年度でお答えください。必須（記入しないと進めない） 

①1,000 万円未満 ②1,000～7,000 万円 ③7,001～24,000 万円 ④24,001 万円～ 

(下線脚注) 

正確な売上高が判らない場合は概数を想定して選択肢をお選びください。 

 

F6 販売に使用する容器包装（プラスチック・紙・段ボールなど）の年間使用量（単一回答）

必須（記入しないと進めない） 

 直近の事業年度でお答えください。 

 ①プラスチック、紙、段ボールなどを合計して 50ｔ以上  

②プラスチック、紙、段ボールなどを合計して 50ｔ未満 

③分からない 

(下線脚注) 

正確な容器包装使用量が判らない場合は概数を想定して選択肢をお選びください。 

 

Ｑ１ プラスチック製買物袋有料化の認知度（単数回答） 必須（記入しないと進めない） 

令和２年７月１日から小売業で販売に使用するプラスチック製買物袋の有料化が義務付

けられたことを知っていますか。①知っている ②知らない 

 

Ｑ２ プラスチック製買物袋有料化の実施状況（単数回答） 必須（記入しないと進めない） 

 

貴店舗では現在プラスチック製買物袋を有料化していますか。 

①有料化している（⇒Ｑ３に）  

②無料配布している（⇒Ｑ５に）  

③配布していない（⇒Ｑ６に） 

 

□有料化している場合  
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Ｑ３ プラスチック製買物袋有料化の実施時期（単一回答） Q2 で①の場合のみ必須（記

入しないと進めない） 

貴店舗でプラスチック製買物袋を有料化した時期をお答えください。 

①有料化制度施行（令和２年７月１日）以降  

②有料化制度施行と同時（令和２年７月１日） 

③令和元年６月以降～有料化制度施行以前 

④令和元年６月以前 

 

Ｑ４ 現在有料化しているプラスチック製買物袋の種類（複数回答可能） Q2 で①の場合

のみ必須（記入しないと進めない） 

 貴店舗で有料化しているプラスチック製買物袋の種類をお答えください。 

①プラスチック製買物袋（フィルムの厚さが 50 マイクロメートル以上のもの） 

②プラスチック製買物袋（海洋生分解性プラ配合 100％のもの） 

③プラスチック製買物袋（バイオマスプラ配合 25％以上のもの） 

④プラスチック製買物袋（上記以外のもの） 

 

□無料配布している場合 

 

Ｑ５ 無料配布しているプラスチック製買物袋とその袋の導入時期 Q2 で②の場合のみ 

必須（記入しないと進めない） 

 

Ｑ５－１ 無料配布しているプラスチック製買物袋の仕様（単一回答）必須（記入しないと

進めない） 

貴店舗で無料配布しているプラスチック製買物袋の仕様をお答えください。 

①プラスチック製買物袋（フィルムの厚さが 50 マイクロメートル以上のもの）⇒Ｑ５－

２に 

②プラスチック製買物袋（海洋生分解性プラ配合 100％のもの）⇒Ｑ５－２に 

③プラスチック製買物袋（バイオマスプラ配合 25％以上のもの）⇒Ｑ５－２に 

④プラスチック製買物袋（上記以外のもの） 

 

Ｑ５－２ 無料配付しているプラスチック製買物袋の導入時期（Ｑ５－１で選択肢①～③

を選んだ場合のみ単一回答）必須（記入しないと進めない） 

貴店舗で無料配布しているプラスチック製買物袋を導入した時期をお答えください。 

①有料化制度施行（令和２年７月１日）以降  

②有料化制度施行と同時（令和２年７月１日） 

③令和元年６月以降～有料化制度施行以前 

④令和元年６月以前 
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以下は有料化・無料配布・配付していない場合共通の設問になります  

 

Ｑ６ 有料化制度の施行に伴い、プラスチック製買物袋削減のために実施したこと  

 

Ｑ６－１ 消費者に対するプラスチック製買物袋削減協力要請の取組み（複数回答可能） 

必須（記入しないと進めない） 

有料化制度の施行に伴い、消費者にプラスチック製買物袋削減への協力を要請するため

に実施した取組みをお答えください。 

①店内放送による呼びかけ  

②店内にレジ袋有料化について POP やポスターを貼付 

③店頭にレジ袋有料化ののぼりを立てた  

④有料化レジ袋を複数種類用意  

⑤マイバッグの持参を PR  

⑥マイバッグを販売 

⑦マイバッグの配布  

⑧紙製などプラスチック製以外の袋を有料化 

⑨紙製などプラスチック製以外の袋を無料配布 

⑩買物袋配布自体を廃止 

⑪レジでレジ袋有料化を説明し要不要を確認 

⑫レジで購入商品が少ない場合シールで良いか確認 

⑬レジ袋不要の場合ポイントカードにポイントを還元 

⑭その他（具体的に                 、自由回答、５０字以内 自

由回答は⑭を選んだ場合のみ回答可能）必須（記入しないと進めない） 

⑮特にない（⇒Ｑ７に）  

※Q6-1 で⑮を選んだ場合、Q6-2･6-3 の回答者としては該当しない。 

 

Ｑ６－２ 効果のあった協力要請の取組み（単一回答）任意（無記入でも進める） 

Ｑ６－１で選んだ選択肢のうちプラスチック製買物袋の削減に効果があった取組みを、

その選択肢を選んでお答えください。 

 〇一番効果があったこと         

〇二番目に効果があったこと       

〇三番目に効果があったこと       

 

Ｑ６－３ 消費者への協力要請上最も工夫したこと（自由回答、１００字以内）任意（無記

入でも進める） 

消費者にプラスチック製買物袋の削減に関し協力を要請する上で最も工夫したことを自
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由にお書きください。 

                                  

Ｑ７ 顧客のプラスチック製買物袋辞退率（単一回答） 任意（無記入でも進める） 

有料化制度実施（７月１日）の以前と以降の顧客のレジでのプラスチック製買物袋辞退率

を下記の選択肢から選んでお答えください。おおよその辞退率で結構です。 

  ○令和２年７月１日以前の辞退率      

○令和２年７月１日以後の辞退率      

 ①0～10％ ②10～20％ ③20～30％ ④30～40％ ⑤40～50％  

⑥50～60% ⑦60～70％ ⑦70～80％ ⑧80～90％ ⑨90％以上 

 

Ｑ８ 消費者のライフスタイル変革について（自由回答、１００字以内） 任意（無記入で

も進める） 

 

貴店舗のプラスチック製買物袋削減の取組みによって、消費者のライフスタイル変革に

どのようにつながったと考えますか。 

  

Ｑ９ 今後の取組み方針  

 

Ｑ９－１ 取組み方針（単一回答） 必須（記入しないと進めない） 

貴店舗の今後のプラスチック製買物袋削減に関する方針をお答えください。 

①引き続き有料化を継続 

②（現在無料配布しているが）今後有料化を予定 ⇒Ｑ９－１－１に 

③（現在有料配布しているが）今後有料化対象外のプラスチック製買物袋に変更予定  

⇒Ｑ９－１－１に 

 ④無料配布を継続 

⑤その他（自由回答、５０字以内     自由回答は⑤を選んだ場合のみ回答可能）

必須（記入しないと進めない） 

 

 Ｑ９－１－１ 方針変更の予定時期（単一回答）Q9-1 で②③の場合のみ 必須（記入し

ないと進めない） 

Ｑ９－１で選択肢②、③の場合方針変更の予定時期をお答えください。 

  ①今後１年以内 ②１年以後 

 

Ｑ９－２ 取組み方針の理由（自由回答、１００字以内）任意（無記入でも進める） 

 前問を選んだ理由をお書きください。 

 

回答者欄 必須（記入しないと進めない） 
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貴店舗・貴社の名称 必須（記入しないと進めない） 

（下線脚注）多店舗を持つ会社やフランチャイズチェーンに属する店舗の場合、「○○商事

○○店」のような形でお書きください。会社全体やフランチャイズ事業の本

社・本部としての回答の場合は社名のみで結構です。 

 

貴店舗・貴社の性格（単一回答）必須（記入しないと進めない） 

①株式会社、②有限会社、③協同組合、④その他の法人、⑤個人事業 

 

回答者氏名／所属部署・役職／電話番号／メールアドレス 必須（記入しないと進めない） 

（下線脚注）個人事業主の場合は、ご記入は不要です。 
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別添資料 3 オンラインアンケート協力依頼文（メール） 

 
『プラスチック製買物袋（レジ袋）有料化の実施状況に関するオンラインアンケート調査』

に関するご協力依頼について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

皆様には平素より経済産業省の３R 行政にご理解とご協力をいただき、心よりお礼申し上

げます。 

 

当省では、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの解決に向けた第一歩としてマイ

バッグの持参等、消費者のライフスタイルの変革を促すことを目的として、令和２年７月１

日より「プラスチック製買物袋（レジ袋）有料化制度」を実施しています。 

この度、制度実施から約半年が経過し、本有料化制度を推進する上で参考になる先進的な

取組みを収集するため、小売業の店舗（事業所）の皆様に対してプラスチック製買物袋（レ

ジ袋）有料化の実施状況、有料化に伴い実施した取組み・工夫、消費者の辞退率等について

オンラインアンケート調査への御協力をお願いするものです。 

 本有料化制度の導入に際しては各種周知・広報に多大なご協力をいただいているところ

ではございますが、本調査の趣旨をご理解いただき、会員の皆様に本調査についてご案内

及び積極的にご回答くださいますようお呼びかけの程、よろしくお願い申し上げます。 

なお、本調査は株式会社ダイナックス都市環境研究所に委託しております。ご理解の程、

宜しくお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら、下記連絡先までご連絡願います。 

 

敬具 

 

※ 本調査へのご回答に関しては、匿名加工を施すなど、個人情報保護には細心の注意を払

って実施いたします。したがって、個人が特定できる形でご回答が対外的に出されることは

ございません。                  

 

記 

 

一、調査専用ウェブページ： 

下記 URL にアクセスすれば調査ページにリンクします。 

https://plabag.meti.go.jp/form/pub/2020/plabag 

 

  調査ページにリンクした後で、以下のパスワードを入力し、ログインしてください。 

  ログインパスワード：  plabag2020  （全て半角小文字） 
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二、参考ページ： 

●レジ袋有料化経済産業省ホームページ 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html 

 

●レジ袋有料化実施ガイドライン（PDF 形式：370ｋB） 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/guideline.pdf 

 

●レジ袋 Q＆A ガイド（PDF 形式：987kB） 

  https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/pamphlet_a4.pdf 

 

三、回答期限： 令和 3 年 1 月 29 日（金）まで 

 

四、ご回答者：  

原則、小売業の店舗（事業所）ごとにお願いいたします。 

     ※ 小売業の店舗（事業所）ごとの回答が困難な場合（ホールディングスを含む

会社等の法人やフランチャイズ事業の本社・本部としての回答）は、設問に

従ってご回答ください。 

 

五、本調査は記名回答となります。 

 

六、回答依頼の重複について 

 本調査は、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会の三団体に協力を

依頼しております。このため、各店舗におかれましては、複数の団体から本調査へのご協

力の依頼がある場合がございます。その場合、本調査へのご回答（オンラインアンケート

入力）は、一回のみでお願いいたします。 

 

（委託元） 制度、調査の趣旨に関するお問い合わせ先 

経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 TEL：03-3501-4978 

 

（委託先） 調査の内容・回答方法に関するお問い合わせ先 

株式会社ダイナックス都市環境研究所 

「プラスチック製買物袋（レジ袋）有料化に関する調査」事務局(仮称) 

住所： 東京都港区西新橋 3-15-12 GG HOUSE 5 階 

TEL：0120-555-126 

mail： plabag2020@dynax-eco.com 

 

以上 


